
市内に住所を有する全世帯を対象に地震対策として 

固定器具などの購入及び設置費用の一部を補助します。

（対象外あり） 

詳しくは、HPをご覧ください（QRコード右記） 

購入及び設置費用の４分の３以内（最大１万５千円）100円未満切捨て 

 

 新居浜市の住民基本台帳に登録されている者のみ

で構成される世帯（その他条件があります。詳しく

は市ホームページをご確認ください。） 

 

 令和７年度、自宅に設置する家具転倒防止器具等

の購入及び設置に要する費用 

 

次の書類に必要事項を記入し、危機管理課へ提出。（郵送可） 

①新居浜市家具等固定加速化支援補助金交付申請書兼請求書 

②新居浜市家具等固定加速化支援補助金実績報告書兼支払明細書 

※補助は先着順、予算がなくなり次第当該年度の事業は終了。 

※補助金の交付は一世帯につき１回限り。 

対 象 世 帯 

補助対象経費 

申 込 方 法 

お問い合わせ 

〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目５番１号 消防防災合同庁舎５階 

新居浜市 市民環境部 危機管理課 Tel：0897-65-1282 


